
日本中央競馬会の役職員の報酬・給与等について
注）年度は1月1日～12月31日のＪＲＡ事業年度

Ⅰ 役員報酬等について
1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成20年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容
法人の長 特別手当の年間支給月数を0.05月引き下げ

理事 特別手当の年間支給月数を0.05月引き下げ

監事 特別手当の年間支給月数を0.05月引き下げ

監事（非常勤） 平成20年度は改定なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額
その他（内容）

前職
賞与報酬（給与）

千円

役員報酬については、勝馬投票券の発売実績その他の業績を主たる指標として改定を検
討しています。平成20年度においては、引き続き利益を計上していましたが、馬インフル
エンザの影響等で前年度の発売金が減少し、10年連続での減少となったことから、特別手
当の支給月数を0.05月引き下げました。

役名
就任・退任の状況
就任 退任

千円千円千円 ※
理事長

千円

23,317

※

（特別手当）

副理事長

千円

20,378

17,941 10,788 （特別調整手当）

（通勤交通費）

― 1,295

千円

―

6,212

（特別手当）

309 （通勤交通費）

1,368 （特別調整手当）

千円

千円

1,765
6,840

（特別調整手当）

（特別調整手当）

千円

1,518

371

5,799

千円

5,799

千円

10,788

千円

―

18,876 11,400

千円 千円

12,648

理事Ａ

千円

―

千円

14,712

千円

※

（特別手当）

（特別手当）

※

※

＊

※

※

常務理事Ａ

千円 千円 千円

5,487 （特別手当）

理事B

千円 千円 千円

17,716 ― 1,295
（特別手当）

（特別調整手当）

5,487
146 （通勤交通費）
千円

17,749 10,788 ―
理事C

千円 千円 千円

1,295
（特別手当）

（特別調整手当）

5,487
179 （通勤交通費）

17,706 10,788 ―
理事D

千円 千円 千円

1,295
（特別手当）

（特別調整手当）

5,487
136 （通勤交通費）

―

千円

1,368 （特別調整手当）

＊

常務理事B

千円 千円 千円

18,750 11,400

183 （通勤交通費）

千円



監事
（非常勤）

千円千円 千円

16,283

千円

（特別調整手当）

―

9,888 ―

179

―

監事
1,186

千円 千円

注　１． 特別調整手当とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に
支給されるものである。

千円

（通勤交通費）

5,030 （特別手当）

千円

本表の「前職」欄の「＊」は退職公務員 「◇」は役員出向者 「※」は独立行政法人等の退

6,540 6,540

３
２． 特別手当とは、年間2回支給される手当で、一般的には「ボーナス」に相当する手当である。

※

※

理事E

千円 千円 千円

17,718 10,788

千円

5,487

※
（特別調整手当）1,295
（特別手当）

148 （通勤交通費）

17,872

千円

―

1,295
（特別手当）

10,788 ― （特別調整手当）
理事F

千円 千円 千円

（通勤交通費）

5,487

5,616 3,168 ―

302
千円

380
理事G

千円 千円 千円

2,052
（通勤交通費）

（特別手当）

＊
（特別調整手当） 4月15日

16

千円 千円

17,705 10,788 ―

千円

1,295
（特別手当）5,487

＊
（特別調整手当）

（通勤交通費）135

12,115 7,620 ―

理事I

千円

千円

914
理事H

千円 千円 千円 ＊※
（特別調整手当） 4月16日
（特別手当）

146 （通勤交通費）
3,435

本表の「前職」欄の「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退
職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者、空欄は該当がない場合
であることを示す。

３．



３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

月年

1.45

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率法人での在職期間

8 0

月年

理事長

千円

33,900

理事A

千円 月

17,444

年

6
常務理事B

千円

0 19．2.15

副理事長
千円

月

業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

6,354 3 19．9.15 1.45

年

3
※

1.45

20．4.152 10

＊業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

該当者なし

摘　　要 前職

業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。（Ｈ１9ま
で）

1.40

－
理事C

千円 年 月

4,719
＊

19．9.15

業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

理事B

千円 年 月 業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

※
2,989

※
18．9.15 1.45

常務理事A

千円 年 月

18,218 6 0

19．8.31

業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

＊

1 7

注： 本表の「前職」欄の「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退
職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者、空欄は該当がない場合
であることを示す。

監事
（非常勤）

千円 月年

該当者なし

年 月千円 ※業績勘案率検討委
員会にて、対売上収
益率と個人業績を勘
案し決定。

3,090 2 0
監事

1.2519．9.15



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

・

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

・

・

・

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
・

　日本中央競馬会（JRA）は、国庫からの補助金等を一切前提とせず、事業運営に必要な経
費は全て勝馬投票券の売上収入によってまかなっているため、人件費を含む事業運営費全
般については、勝馬投票券の発売実績等を勘案の上、相応の利益を確保し健全な経営が行
えるよう適正かつ効率的に管理しています。

　① 人件費管理の基本方針

　JRAは、国庫からの補助金等を一切受けず独立採算で中央競馬を運営する事業体であり、
その事業運営にあたっては、売上の増大と利益の確保を目指しつつ、勝馬投票券の発売実
績等の業績を踏まえた自律的経営を行っています。

　職員給与については、設立時より国家公務員や人事院勧告に準拠するのではなく、勝馬投
票券の発売実績その他の業績を勘案するとともに、望ましい人材を確保する上で競合関係に
あると考えられる主要民間企業等における処遇や給与改定の状況等をも考慮し、いわゆる春
闘方式により労働組合と交渉の上決定してきています。

　また、昨今の中央競馬を取り巻く環境は極めて厳しく、その変化も大きく早いことから、抜本
的な「給与構造改革」に着手し、人事評価制度や新たな報酬制度を導入しました。それによ
り、年功的な給与上昇の抑制、職責や評価に応じた適正な給与水準の達成など、より適正な
人件費管理を行うことで、今後の事業運営基盤を一層強化していくこととします。

　管理専門職職員については、目標管理型の人事評価制度を導入し、職務上の成果、各職
務の役割の大きさ・責任の重さを等を処遇により一層適正に反映させています。具体的には、
職務上の成果及び職務遂行のプロセスにおける行動を数値化して評価し、その評価結果を
昇格、昇給（降給）及び特別手当に反映させています。一般職職員については、人材育成型
の人事評価制度を導入し、職務遂行のプロセスにおける行動等に係る評価結果を昇格、昇
給等に反映させています。

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

・ 管理専門職職員

・ 本部課長級以上の職員の特別手当支給月数を0.02月引き下げ

・ 特別都市手当を廃止

・ 一般職職員

・ 新たな人事評価・報酬制度を導入



２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

平成20年度の年間給与額（平均）

総額
　うち所定内

うち賞与
うち通勤手当

区分 人員 平均年齢

常勤職員
人 歳 千円

1,621 41.2 9,505 6,671 108 2,834

千円 千円千円

千円

1,104 40.7 9,153 6,421 118 2,732

人 歳 千円 千円 千円

事務・技術

千円 千円

研究職種
人 歳 千円 千円

47 42.8 11,640 8,129 85 3,511
千円

52 45.2 13,286 9,250 127 4,036

人 歳 千円 千円 千円

開催専門職種

千円 千円

獣医職種
人 歳 千円 千円

140 43.2 12,144 8,505 103 3,639
千円

34 42.8 11,104 7,917 50 3,187

人 歳 千円 千円 千円

装蹄職種

千円 千円

競馬学校教育職種
人 歳 千円 千円

30 44.9 12,536 8,776 234 3,760
千円

159 40.6 8,133 5,744 43 2,389

人 歳 千円 千円 千円

乗馬指導職種

千円 千円

技能職種
人 歳 千円 千円

55 41.3 5,773 4,100 64 1,673

注　１．開催専門職種とは、裁決、ハンデキャップ作成、発走、決勝審判等の競馬開催に係る専門業
　　　　務を行う職種を示す。

注　２．獣医職種とは、競走馬の医療や伝染病の予防等に関する業務を行う職種を示す。

注　３．装蹄職種とは、競走馬の装蹄に関する業務を行う職種を示す。

　　　

注　３．装蹄職種とは、競走馬の装蹄に関する業務を行う職種を示す。

千円 千円 千円 千円

0 2,57413 38.7 13,413 10,839

任期付職員
人 歳 千円

注　４．競馬学校教育職種とは、中央競馬の騎手を目指す生徒等に対する教育業務を行う職種を示す。

注　５．乗馬指導職種とは、乗馬指導及び馬事文化の普及等に関する業務を行う職種を示す。

注　６．技能職種とは、競走馬の診療に携わる助手、競馬場の馬場その他の施設の維持管理等に
　　　  関する業務を行う職種を示す。

在外職員
人 歳

千円

92 61.3 6,438 4,983 142

事務・技術
人 歳 千円

61.3

千円

142 1,455

1,455

千円

千円 千円 千円

再任用職員
人 歳 千円

6,438 4,98392

千円 千円 千円

19 62.5 6,446 5,031 149 1,415

注　２．各区分の「教育職種」、「任期付職員」及び「再任用職員」の「研究職種」並びに「非常勤職員」
　　　については、該当者がいないため省略した。

事務・技術
人 歳 千円

6,446 5,031

千円 千円 千円

19 62.5

注　１．常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

149 1,415



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
　　〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
四分位

平均
四分位

第１分位 第３分位
代表的職位 人 歳 千円

本部部長 8 57.3 16,359
14,706 15,076
9,072 9,859

千円 千円

16,813 17,089

35.9 8,262
50.6 14,138本部課長 23

本部係長 97
本部係員 62 26.4 3,956
地方機関の本部部長相当職 7 56.8 16,228

13,722
9,027 9,956

4,483 4,856
16,599 16,999

40.9 8,009
47.4 12,334地方機関の本部課長相当職 82

地方機関の本部係長相当職 137
12,999

地方機関係員 140 28 2 3 504 4 506 5 174

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数 平均給与額 第３四分位 国の平均給与額 第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円

平均

地方機関係員 140 28.2 3,504

人員 平均年齢
四分位

4,506 5,174

第３分位
千円 千円

年齢28－31歳、年齢44－47歳、年齢52歳－55歳及び年齢56－59歳の該当者は４名以
下であり、第1・第3分位折れ線を表示していない。

（研究職員）

分布状況を示すグループ
四分位

第１分位

代表的職位 人 歳 千円

地方機関の本部研究課長相当職 26 47.5
9,118 9,96737.0 8,295

12,160 13,522 14,860
地方機関の本部主任研究員相当職 21

注：

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数 平均給与額 第３四分位 国の平均給与額 第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円

0

10

20

30

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数 平均給与額 第３四分位 国の平均給与額 第１四分位

年間給与の分布状況（研究職員）
人

千円



③

（事務・技術職員）

（研究職員）

６級

な職位

 職級別在職状況等（平成21年１月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

区分 計 1級 ４級 ５級2級 ３級

係長 課長・課長補佐 部長補佐・副場長 部長標準的 係員 主任

調査役 上席調査役
場外副所長 場外所長 本部課長 場長

人員
人 人 人

1,104 203 367
7.3% 0.9%

人 人 人 人

234 209 81 10
（割合） 18.4% 33.2% 21.2% 18.9%

59～46 59～55
年齢（最高
～最低）

歳 歳

59～21 59～25

千円 千円 千円 千円

歳 歳 歳 歳

59～29 59～37

所定内給
与年額(最
高～最低)

千円 千円

 5,935
  ～ 2,201

 7,576
  ～ 3,717

 8,318
  ～ 3,145

 10,750
  ～ 5,313

 8,553
  ～ 4,882

 10,602
  ～ 7,643

千円 千円

 12,231
  ～ 7,082

 15,042
  ～10,997

 11,893
  ～9,635

 12,254
  ～11,337

 16,999
  ～13,995

 17,619
  ～16,192

千円 千円年間給与
額(最高～
最低)

千円 千円

区分 計 １級 ２級

標準的

な職位

係員 主任

３級 ４級

研究役

５級

次長

室長 所長係長

人員
人 人 人

47 該当者なし 2 19 18 8

17 0%

人 人 人

上席研究役

（割合） 4 3% 40 4% 38 3%

（事務・技術職員）

31～30 

17.0%
歳

（割合） 4.3%

年齢（最高
～最低）

歳 歳

49～32 53～39

40.4% 38.3%
歳 歳

58～50

所定内給
与年額(最
高～最低)

千円 千円 千円 千円 千円

 4,532
  ～ 4,126

年間給与
額(最高～
最低)

千円 千円

 6,475
  ～ 5,875

 14,502
  ～11,128

 8,333
  ～ 4,885

 10,142
  ～ 7,775

 11,580
  ～9,994

千円 千円 千円

 16,574
  ～14,487

 11,680
  ～ 7,087

④賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分 夏季（６月） 冬季（１２月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％

最高～最低
％ ％

％

92.9 88.7 90.7
％

7.1 11.3 9.3
％

12.0 ～ 0.5 12.0 ～ 0.9 11.6 ～ 0.7
％

91.7 80.0
一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％

8.3 20.0

最高～最低
％ ％

8.3 ～ 8.3 20.0 ～ 20.0 14.6 ～ 14.5

85.4
％

％

14.6

％



（研究職員）

１．事務・技術職員

　　　対国家公務員（行政職（一））

２．研究職員

　　　対国家公務員（研究職）

計

最高～最低
％ ％

区分 夏季（６月） 冬季（１２月）
％

92.5 88.3 90.3
管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％

％

10.2 ～ 6.4 12.0 ～ 11.3 11.1 ～ 8.9

％

7.5 11.7 9.7

％

146.6

％

91.7 80.0 85.4

％ ％

％％

職員と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職員)

20.0 ～ 20.0 14.6 ～ 14.6

％

8.3 20.0 14.6

％ ％ ％一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

最高～最低

て算出

139.0

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の

8.3 ～ 8.3

給与水準を１００として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院におい

⑤



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

対国家公務員
地域勘案
学歴勘案
地域・学歴勘案

146.1参考
142.5

141.9
国に比べて給与水準
が高くなっている定量
的な理由

　Ⅱ-１-②-アに記載のとおり、JRAの職員給与は、設立時（昭和29年）
から国家公務員や人事院勧告に準拠するのではなく、勝馬投票券の発
売金実績等の業績を勘案するとともに、主要民間企業等における処遇
や給与改定状況等を考慮して春闘方式により決定しており、設立時から
平成９年に至るまで勝馬投票券の売上げが順調に推移する等好調な業
績を積み重ねてきたことや、望ましい人材を確保する上で主要民間企
業等と競合関係にあること等がその水準に反映されているところでありま
す。

　国に比べると、特に28歳から43歳までの年齢階層の水準が高い傾向
にあり、かつ、当該年齢階層に属する人数の割合が比較的大きい（指数
対象職員の約45％を占める）ことが、全体の指数を高める要因となって
いますが、その原因については以下のとおりです。

①　平成９年までの業績好調時の給与改定において、世帯形成層に重
点を置いたベースアップを実施した結果、俸給表の昇給カーブが早期
立ち上り型となったこと。

項目

②　平成３年の日本中央競馬会法の改正により、JRAの事業範囲が拡
大したため、平成４年から数年間にわたり採用人員を増やしたが、それ

　〔年齢別の本俸改定率の対比（昭和57年以降の例）〕
　　初任給（大卒）の本俸改定率を100とした場合の
　　　　　　　　　　　　　年齢30･35歳の改定率：140程度
　　年齢50･55歳の本俸改定率を100とした場合の
　　　　　　　　　　　　　年齢30･35歳の改定率：110～120程度

内容

指数の状況

146.6

・　勤務地に関連する手当をはじめとした諸手当の抑制

講ずる措置

・　役付手当の支給割合を減率して細分化し、職務の重要性に応じ
た適正な格差を設定
・　職務と直接関連しない家族手当、特別都市手当等の諸手当を廃
止

　〔導入効果〕　平均月額給与▲約10％〔初級管理職モデル▲約13％〕
・　一般職職員
・　俸給表を全面改定し、早期立ち上がり型の昇給カーブを抑制（30
歳前後で２割程度抑制）するとともに、年功的要素による給与上昇を
抑制

・　管理専門職職員
・　俸給表を全面改定し、標準的な昇給カーブを抑制

大したため、平成４年から数年間にわたり採用人員を増やしたが、それ
らの職員が現在、給与水準の高い年齢階層に属していること。

　〔導入効果〕　平均月額給与▲約13％

　先述のとおり、JRAの職員給与は、勝馬投票券の発売実績等の業績
等を勘案して決定しており、平成10年以降は引き続き利益を計上してい
るものの勝馬投票券の発売実績が減少傾向にあること等を踏まえ、特別
手当の減率（平成11年から平成20年までの間に▲1.97月）を実施してい
ます。さらに、JRAでは、「聖域なき経費削減」を含めた自律的な経営改
革の一環として、平成13年から人事制度と給与構造の抜本的な改革に
着手し、平成17年には、管理専門職職員を対象に、また平成20年には
一般職職員を対象に、以下の内容を主眼とする新たな報酬制度を導入
しました。

・　定期昇給制度を廃止し、人事評価の結果を昇給（降給）額にきめ
細かく反映できる制度に転換



○研究職員

対国家公務員
地域勘案
学歴勘案
地域・学歴勘案

事務・技術職員と同様

内容
139.0

指数の状況
参考

147.6

項目

138.1

 国に比べて給与水準
が高くなっている定量
的な理由

事務・技術職員と同様

　こうした給与構造改革を着実に実施すること等により、今後とも発売金
実績等の業績を勘案した適正な人件費管理を行い、事業運営基盤の
強化に努めてまいります。

　こうした措置の影響等により、平成20年度の対国家公務員指数（法人
基準年齢階層ラスパイレス指数）は、前年度と比較して、０．８ポイント低
下しています。

147.9

講ずる措置



Ⅲ　総人件費について

千円 千円 千円 （％）

千円 千円 千円 （％）

千円 千円 千円 （％）

千円 千円 千円 （％）

千円 千円 千円 （％）

1　「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」について

　①給与、報酬等支給総額

　対前年度比　　　　▲486,678千円：▲2.3％
　増減の要因 　人員の削減及びⅡ-１-②-ウ記載の給与制度改正による効果

　②最広義人件費

　対前年度比　　　▲2,789,342千円：▲5.6％
　増減の要因 　臨時雇用者の退職不補充等による給与削減（▲1,634,528円：▲7.2％）

人員削減に伴う福利厚生費の削減（▲181 047千円：▲5 0％）

（平成20年度） （平成19年度）

▲ 487,089 ▲ 17.5

前年度
比較増▲減

給与、報酬等支給総額 20,511,550 20,998,228

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

21,041,942

区　　分
当年度

3,407,773 3,588,820
(D)

最広義人件費

▲ 2.3

2,304,126 2,791,215

▲ 486,678

▲ 1,634,528 ▲ 7.2

(Ｂ)

22,676,470

総人件費について参考となる事項

▲ 5.0

▲ 2,789,342 ▲ 5.6

福利厚生費

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注）「非常勤役職員等給与」及び「福利厚生費」には、競馬開催日を中心に全国で
　　雇用している臨時雇用者分を含む。

50,054,733

(Ｃ)

47,265,391

(A)

▲ 181,047

　人員削減に伴う福利厚生費の削減（▲181,047千円：▲5.0％）

Ⅳ 法人が必要と認める事項

人員純減率
（％）

基準年度
（平成17年度）

平成１８年度 平成１９年度

1,923 1,899

▲ 1.2

1,877

▲ 2.4

総人件費改革の取組状況

２　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減計画

  ①主務大臣からの要請事項

　「行政改革の重要方針」に基づき、国家公務員の定員の純減（今後5年間で5％以上の
　純減）及び給与構造改革を踏まえて、国家公務員に準じた人件費削減に取り組む。

　②ＪＲＡにおける見直し方針及び削減目標

　・給与構造改革　　既に「行政改革の重要方針」の主旨に沿った「給与構造改革」に取り組
                           み中ではあるが、今後その取組を一層推進

▲ 3.4

平成２０年度

1,858

３　ＪＲＡ独自の経営改革と人件費改革については下記Ⅳ参照

年度

　・削減目標　　      平成17年度末における人員数（1,923名）を平成18年度以降の5年間
　　　　　　　　　　　　 で5％以上削減

【　参　考　】　平成20年度末における人員数　1,858名（▲65名：▲3.4％）

人員数
（人）



　中央競馬の発売金につきましては、平成10年以降減少を続けてきたという極めて厳しい状況
にあります。このことから、ＪＲＡでは、大きな環境の変化に対応しつつ「健全なレジャーの提供」
や「国家財政への寄与」といったＪＲＡに課せられた任務を着実に遂行していくために、平成12年
に競馬事業全般にわたる「総見直し」を行い、以降「聖域なき経費削減」を含めた抜本的な経営
改革に取り組んでおります ＪＲＡにおきましては 役職員給与の総額が事業運営経費に占める

　◎民間的・自律的な経営で国家公務員には準拠しないＪＲＡの給与等

　ＪＲＡは、競馬法等の規定により、「競馬の健全な発展を図り」、「馬の改良増殖その他畜産の振
興に寄与すること」を事業目的とし、競馬を通じて「健全なレジャーの提供」や「国家財政への寄
与」等を遂行する事業体として昭和29年に設立されました。ＪＲＡは、設立に際して国から約49億
円の現物出資を受けましたが、その後は国からの補助金等は一切受けず、勝馬投票券の売上
収入による独立採算の事業運営により、資本の充実を図るとともに国家財政にも寄与してまいり
ました。

　役職員の報酬・給与等の公表対象となっている他の多くの法人が、国からの補助金等を主たる
収入として広義の国の行政事務・サービスの一部を代行しているのとは大きく異なり、ＪＲＡは一
切の国庫補助を前提とせず、独立採算で中央競馬事業を運営しなければならないため、常に顧
客サービスを向上させることにより売上の増大と利益の確保を目指すという、民間的で自律的な
経営が求められます。

　これらの理由から、ＪＲＡの給与等については設立時においても国家公務員には準拠しておら
ず、その後の給与改定についても、発売金実績等の業績や主要民間企業等の給与改定状況を
主たる指標として決定してまいりました。このことは、他法人の多くが概ね国家公務員に対する人
事院勧告に準じて給与改定を行っているなかにあって、独立採算で事業運営し国家財政に寄
与している事業体としての独自性であると考えます。

　このようなＪＲＡの独自性に加えて、○限られた人員による事業運営と業績の伸張・維持、○平
常の業務と併せて土曜日曜の開催業務に従事するという独特な“一人二役”の勤務形態、○人
材確保面で主要民間企業と競合しているといった要因もあり、現在のＪＲＡの職員給与は、主要
民間企業等に比べても相応の水準にあると認識しておりまして、対国家公務員指数（法人基準
年齢階層ラスパイレス指数）にも、そのことが反映しているところであります。

◎経営改革と人件費改革への取り組み

改革に取り組んでおります。ＪＲＡにおきましては、役職員給与の総額が事業運営経費に占める
割合は5％程度で事業運営に大きな影響を与えるような状況にはありませんが、「聖域なき経費
削減」のなかで、役職員給与につきましても削減を実施してまいりました。このような経営改革に
取り組むことによりまして、発売金の減少という厳しい状況にあっても安定的に利益を確保してき
たところです。

　しかしながら、中央競馬を取り巻く環境はその変化もますます大きく速いものとなり、今後の事
業運営も決して楽観を許さない状況であることから、ＪＲＡでは抜本的な「給与構造改革」に着手
し、人事評価制度や新たな報酬制度を導入したところであります。今後はこの「給与構造改革」の
方向をさらに推し進めることとしておりまして、年功的な給与上昇の抑制、職責や評価に応じた適
正な給与水準の達成など、より適正な人件費管理を行うことにより、今後の事業運営の基盤を一
層強化していく必要があると考えております。

　理事年間報酬 ▲15.2％

　このように、ＪＲＡでは現下の厳しい経営状況等に鑑みまして、人件費を含めた管理経費につい
ては、自律的に一層適正かつ効率的な支出管理に努めることといたします。
　一方で、今後とも「ファンあっての中央競馬」を事業運営の基礎といたしまして、限りある経営資
源を最大限に有効活用することにより、中央競馬をより幅広いファン層から支持される健全なレ
ジャーとして確固たるものとしつつ、国家財政への寄与という任務を果たしていくことがＪＲＡの責
務であると考えております。

【　参  考　】

①　役職員給与総額が事業運営費総額に占める割合（平成20年度）：５．４％

②　人件費削減の現状（平成11年度～20年度の合計）

③　「給与構造改革」への取り組み

　職員特別手当支給月数 ▲1.97月

　理事長年間報酬 ▲24.5％

　役職員給与決算額 ▲51.8億円：▲20.2％



ア　管理専門職の報酬制度の抜本的な改正

　・勤務地に関連する手当をはじめとした諸手当の抑制

　　平成17年に以下の改正を主眼とした新たな報酬制度を導入し着実に実行中

　・俸給表の全面改定⇒従来の定期昇給制度の廃止⇒人事評価の結果を昇給（降給）額に
　　きめ細かく反映できる制度

　・役付手当の支給割合を減率して細分化⇒職務の重要性に応じた適正な格差を設定

　・職務や評価と直接関連しない家族手当、特別都市手当等の諸手当を廃止

　　平成20年から以下の改正を主眼とした新たな報酬制度を導入

　・俸給表の全面改定による昇給カーブの抑制と昇給制度の見直し

イ　一般職職員への新たな報酬制度の導入


